
生け垣助成制度 
 

 

助 成 内 容 
 
 

工事種別 助成内容 助成の例 

 
樹木せん定 

 

せん定に要した費用の２分の１以内の額で、

１本につき 50,000円を限度とする。 

せん定費(1本あたり) 

080,000円÷2＝40,000円：40,000円助成 

120,000円÷2＝60,000円：上限の 50,000円助成 

 

助 成 要 件 
 

★ 市 が 指 定 す る 保 存 樹 木 で あ る こ と 。 

★ ３ 年 以 内 に 伐 採 す る 予 定 が な い こ と 。 

★ 前 に 助 成 を 受 け て か ら ３ 年 以 上 た っ て い る こ と 。 

★ 極 端 な 強 せ ん 定 （ 幹 の 胴 切 り ） を し な い こ と 。 

 

助 成 手 続 の 流 れ 
 
 

「保存樹木及び保存並木せん定助成金交付申請書」を提出してください。 
（せん定前の写真を添付することが必要です。） 

 

現地の調査を行います。 

 

助成が可能な場合には必要書類をお渡しいたします。 

 

作業開始 

 

作業完了次第、「保存樹木及び保存並木せん定作業完了報告書」、及び必要書類を提出してください。 
（せん定後の写真及び領収書を添付することが必要です。） 

 

現地の調査を行います。 

 

検査が完了次第、指定の銀行へ所定の金額を振り込みます。 
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三鷹市 都市整備部 緑と公園課 

０４２２－４５－１１５１（内：２８３５） 

助成金の交付を希望する場合には、作業を行う前に 「申請書」 を提出してください。 



 

[保存樹木等とは] 
 
（１） 保存樹木：高さ 15ｍ以上又は、1.5ｍの高さにおける幹の周囲が約 1.5ｍ以上の樹木 

（２） 保存並木：公道に面し、一列状になった樹木の延長が 100ｍ以上、1.5ｍ以上の高さ 

における幹の周囲がおおむね 0.7ｍ以上の樹木 

 

 

 

強せん定は補助の対象になりません。 
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